
（

議

院

運

営

委

員

会

） 

 
 

 
国

会

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

（

衆

第

一

号

）
（

衆

議

院

提

出

）

要

旨 
本

法

律

案

は

、

国

会

に

、

東

京

電

力

福

島

原

子

力

発

電

所

事

故

に

係

る

両

議

院

の

議

院

運

営

委

員

会

の

合

同

協

議

会

（

以

下

「

両

院

合

同

協

議

会

」

と

い

う

。
）

を

置

こ

う

と

す

る

も

の

で

あ

っ

て

、

そ

の

主

な

内

容

は

次

の

と

お

り

で

あ

る

。 

一 

両

院

合

同

協

議

会

の

設

置

及

び

国

政

調

査

等 

 

１ 

平

成

二

十

三

年

三

月

十

一

日

に

発

生

し

た

東

北

地

方

太

平

洋

沖

地

震

に

伴

う

原

子

力

発

電

所

の

事

故

に

つ

い

て

、

東

京

電

力

福

島

原

子

力

発

電

所

事

故

調

査

委

員

会

の

委

員

長

及

び

委

員

の

推

薦

、

そ

の

要

請

を

受

け

て

国

政

に

関

す

る

調

査

を

行

う

こ

と

等

の

た

め

、

東

京

電

力

福

島

原

子

力

発

電

所

事

故

調

査

委

員

会

法

が

効

力

を

有

す

る

間

、

国

会

に

、

両

院

合

同

協

議

会

を

置

く

こ

と

。 

 

２ 

両

院

合

同

協

議

会

は

、

東

京

電

力

福

島

原

子

力

発

電

所

事

故

調

査

委

員

会

の

要

請

を

受

け

た

場

合

に

お

い

て

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

当

該

要

請

に

係

る

事

項

に

つ

い

て

、

国

政

に

関

す

る

調

査

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

こ

と

。 

 

３ 

２

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

両

院

合

同

協

議

会

の

組

織

、

運

営

そ

の

他

の

事

項

に

つ

い

て

は

、

両

議

院

の

議

決

で

定

め

る

こ

と

。 



二 

東

京

電

力

福

島

原

子

力

発

電

所

事

故

調

査

委

員

会

の

設

置 

 

１ 
国

会

に

、

別

に

法

律

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

東

京

電

力

福

島

原

子

力

発

電

所

事

故

調

査

委

員

会

を

置

く

こ

と

。 

 

２ 

内

閣

は

、

当

分

の

間

毎

年

、

国

会

に

、

東

京

電

力

福

島

原

子

力

発

電

所

事

故

調

査

委

員

会

の

報

告

書

を

受

け

て

講

じ

た

措

置

に

関

す

る

報

告

書

を

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

。 

三 

施

行

期

日

等 

 

１ 

こ

の

法

律

は

、

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

十

日

を

経

過

し

た

日

（

そ

の

日

に

お

い

て

国

会

が

閉

会

中

の

場

合

又

は

衆

議

院

が

解

散

さ

れ

て

い

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

そ

の

日

後

初

め

て

召

集

さ

れ

る

国

会

の

召

集

の

日

か

ら

起

算

し

て

十

日

を

経

過

し

た

日

）

か

ら

施

行

す

る

こ

と

。 

 

２ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

を

整

備

す

る

こ

と

。 


